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色々準備している人も、

まだまだ先と思っている人も、

誰かに話していないと、
あなたの意思は伝わっていないこと
があります

住民の幸福度・満足度を高める医療介護連携のあり方調査より一部抜粋
（R元.12）

治る見込みがない病気になった場合、最期はどこで迎えたいですか。
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「第８期吹田健やか年輪プラン（吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」

高齢者等の生活と健康に関する調査より一部抜粋（R２.３）

あなたは、人生の最終段階における医療・療養について、ご家族等や

医療介護関係者とどれくらい話し合ったことがありますか。
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自分の思いや希望は、周りの人に言葉で伝
えましょう。

周りの人の負担をできるだけ
軽くできるようなサポートを
一緒に考えていきましょう。

あなたが最期まで、
自分らしく生き抜くために。
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「人生会議」を知っていますか？
ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があり
ます。

命の危険が迫った状態になると、

約70%の方が医療やケアなどを自分で決めたり
望みを人に伝えたりすることができなくなる
と言われています。

自らが希望する医療やケアを受けるために大切にしていることや

望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むかを
自分自身で前もって考え、
周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。

主に介護予防
の段階の方

向け（案）
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「人生会議」を知っていますか？

ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング

話し合いの進め方（例）

あなたが

信頼できる人は

誰ですか？

信頼できる人や

医療・ケアチームと

話し合いましたか？

話し合いの結果を

大切な人たちに伝えて

共有しましたか？

心身の状態に応じて、

意思は変化することがあるため、

何度でも繰り返し考え

話し合いましょう

主に介護予防
の段階の方

向け（案）

あなたが

大切にしていることは

何ですか？
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緊急連絡先

かかりつけ医

今までにかかった
主な病気

自分以外に自宅の
鍵を持っている人

ご近所付き合い

サービスを利用する時に聞かれること

介護予防の段階の方、
介護や医療が必要に
なった方向け（案）
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緩和ケアとは、重い病を抱える患者やその家族一人一人の身体や心などの
様々なつらさをやわらげ、より豊かな人生を送ることができるように支えていくケア

（特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 ホームページより抜粋）

がん治療

緩和ケア

日本の死因の１位は「悪性新生物（がん）」

診断され病気が告知されると治療が始まります

治療が必要な

段階の方

向け（案）

診断時

 （厚生労働省 ホームページより抜粋）
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将来こんなことになったらどうしよう

25

26

そんなときは

成年後見制度
をご検討ください。

成年後見制度は、
病気や障がい等で、物事を判断する
力が十分ではなくなってからも、
安心して暮らすことができるよう、
「後見人※」と呼ばれる人が、暮らし
を支える法律上の仕組みです。

（※ここでは成年後見人、保佐人、補助人等をまとめて「後見人」と呼びます。）
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27成年後見制度以外の権利擁護の仕組みとして、日常生活自立支援事業（吹田市社会福祉協議会）
や身元保証等の高齢者サポートサービス契約等もあります。

28

1万円前後

数万から10万円
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こんなことはできません
×後見人が直接本人を介護すること
×本人の現金や預貯金を後見人の生活費にすること
×本人に代わって株や債券等を運用すること
×本人の資産を借りたり、他人にあげたりすること
×本人の手術や延命処置といった医療行為について、
同意すること(ただし、後見人が親族の場合は可能)
×本人の身元保証人や身元引受人になること
×本人の通夜や葬式といった死後の手続きをすること
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後見人にはどのような人がなってくれるのでしょうか？

家庭裁判所がご家族や専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士等）か
らご本人にふさわしい人を選びますよ。
また、必ず選任されるとは限りませんが、候補者として自分の後見人
になって欲しい人を家庭裁判所に伝えることもできますよ。

後見人の仕事は誰かがチェックするのでしょうか？

後見人としての仕事や、ご本人の資産が守られていることは、家庭裁
判所が確認しますよ。

もう少し詳しい話はどこで聞けるのでしょうか？

お住まいの地域を担当する、地域包括支援センターでご相談いた
だくことができますよ！


